
足寄町地域公共交通計画（概要版）

「足寄町地域公共交通計画」とは？・・・足寄町における地域公共交通サービスのあり方を示す指針です
「地域公共交通サービス」とは？・・・バスやタクシーなどの誰でも利用できる公共の乗り物のことです

░ 計画の対象 ▸町内を運行する全ての地域公共交通サービス

░ 計画の期間 ▸令和6（2024）年6月から令和11（2029）5月まで

░ 計画の区域 ▸足寄町全域

本計画の
基本設計

░ 郊外部からの移動手段の確保

░ 市街地内の移動手段の利便性確保

░ 交通弱者（高齢者や免許のない人）の移動手段確保

足寄町の
交通課題

░ コスト効率の改善・サービスの持続性確保

░ 基本方針に基づく個別の取組（施策案）は裏面をご確認ください。

目指すべき将来像
将来にわたって健康で

安心・安全な暮らしを支える
地域交通ネットワーク

基本方針 1

市街地内移動の利便性向上
⚫あしバスや100円タクシーの利用減少
を踏まえ、ニーズにあった利便性の高
いサービスへの見直しを検討します

基本方針 2

郊外部と市街地間の移動手段確保
⚫ 郊外居住の児童・生徒の通学手段を確保します
⚫ 郊外部の更なる高齢化への対応として市街地との
移動手段を確保します

基本方針 3

町内交通の持続性確保
⚫利用者の適切な運賃負担の在り方を検
討します

⚫運転手不足に対する具体的な施策を検
討します

基本方針 4

住民説明と利用促進活動の徹底
⚫ 分かりやすい情報発信と住民説明を徹底します
⚫ 地域公共交通サービスの利用意識醸成を図ります

足寄町内の公共交通サービスネットワーク図



足寄町地域公共交通活性化協議会

基本方針 1 その１

市街地内移動の利便性向上
⚫あしバスや100円タクシーの利用減少
を踏まえ、ニーズにあった利便性の高
いサービスへの見直しを検討します

基本方針 2

郊外部と市街地間の移動手段確保
⚫ 郊外居住の児童・生徒の通学手段を確保します
⚫ 郊外部の更なる高齢化への対応として市街地との
移動手段を確保します

基本方針 3

町内交通の持続性確保
⚫利用者の適切な運賃負担の在り方を検討します
⚫運転手不足に対する具体的な施策を検討します

░ 施策 3：スクールバスの運行維持確保

・郊外部に居住する児童・生徒向けの
スクールバスの運行を維持確保します

░ 施策 4：患者輸送バスの最適化検討

・郊外部と市街地を繋ぐ移動手段の
持続性確保に向けた検討を行います

░ 施策 5：運賃体系の見直し

・乗り放題パス等の導入を検討します

基本方針 1 その２

市街地内移動の利便性向上
⚫あしバスや100円タクシーの利用減少
を踏まえ、ニーズにあった利便性の高
いサービスへの見直しを検討します

░ 施策 2：あしバスの
サービスレベルの見直し検討

・シンプルでわかりやすい経路への
改善について検討します

・所要時間の短縮を検討します

░ 施策 1：乗合デマンドサービスの
導入検討

・ドアtoドアで利便性の高い
市街地交通サービス導入を検討します

・現行の100円タクシーのサービス拡大
としての位置付けを検討します

・サービス設計について検討します

基本方針 4

住民説明と利用促進活動の徹底
⚫ 分かりやすい情報発信と住民説明を徹底します
⚫ 地域公共交通の利用意識の醸成を図ります

░ 施策 6：運転手確保の具体策検討・実施

・運転手確保の具体策を検討します

░ 施策 7：利用者目線での情報発信の実施

・HPの見直しや住民説明会等を行います

░ 施策 8：モビリティ・マネジメントの実施

・モビリティ・マネジメントを実施します

▧ 基本方針に紐づけられる-施策内容-

▧ 計画のスケジュール

R10年度R06年度 R07年度 R08年度 R09年度
乗合デマンドサービスの検討 乗合デマンドサービスの実証運行 乗合デマンドサービスの本格運行

あしバスサービスレベルの見直し内容検討 あしバスのサービス見直し実施

患者輸送バスの最適化検討 患者輸送バスの最適化実施

新たな運賃体系の情報収集・導入検討 新たな運賃体系の導入

運転手確保に対する具体策検討・実施

ホームページでの情報発信の見直し バスマップの見直し

モビリティ・マネジメントの実施

住民説明会の実施

事務局：足寄町総務課企画財政室
連絡先：TEL／0156-28-3851 Email／kikaku@town.ashoro.Hokkaido.jp


